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明るい環境作りに奉仕する 
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環境方針 

 

基 本 理 念 

  

 当社は、お客様第一主義を貫き徹底的にお客様の立場に立つとともに、自然、衛生環境と調和した

豊かな社会づくりに貢献していく企業活動を行う。 

 

基 本 方 針 

 

 当社は、水処理プラントの設計施工・維持管理を起業の原点としており、給排水衛生設備工事・ビ

ルメンテナンス業務など幅広い事業分野で法令を遵守し、省エネルギー・水資源の保全・廃棄物の適正

処理等を推進することによって地球環境の保全に貢献する。  

 

【 行 動 指 針 】 

① 当社に適用される環境法令を順守します 

② 環境目標を設定し達成状況の評価や見直しを行い継続的な向上を図る 

③ 車両燃料使用量の削減、電気使用量の削減等により二酸化炭素排出量の削減を図る 

④ 水の適正利用により節水を図る 

⑤ 選別・分別によりリサイクルを推進し自社廃棄物の削減を図る 

⑥ 自社使用の化学薬品の適正管理に努める 

⑦ 廃棄物の分別を徹底し更なる再資源化の向上に努める 

⑧ 建設資材等のグリーン購入に努める 

⑨ 環境に配慮しながら建設工事を施工する 

 

この環境方針は、全社員に周知するとともに、この環境方針を公表する。 

 

 

制定：2007年 6月 1日 

改定：2017年 4月 1日 

 

三 和 総 業 株 式 会 社 

代表取締役 小倉 理恵 

                                         

 



 

 

１．組織概要 

1.1 当社の事業概要 

●法人設立年月日      昭和 48年 5月  

 ●事業者名及び代表取締役 三和総業株式会社 

   代表取締役社長 小倉理恵 

 

 ●本社所在地 〒286-0134 

   千葉県成田市東和田 557番地 

 

 ●環境管理責任者 総務部事務長 石井由美子 

 

 ●連絡先 氏 名：石井由美子 

   所属・役職：総務部事務長 

   TEL       ：0476-22-4156 

   FAX       ：0476-22-1603 

   e-mail    ：soumu@sanwa-sogyo.co.jp 

 

 ●事業の規模 資本金： 2,000 万円 

   従業員： 21人 

   売上高： 1,643,000 万円 

                 床面積： 987㎡ 

 

1.2 認証範囲 

（１）対象事業所 

  ・本社 ：〒286-0134千葉県成田市東和田 557番地 

（２）対象事業活動： 

        総合設備工事、ビル清掃管理業務、浄化槽保守点検・清掃業、一般廃棄物収集運搬業、 

産業廃棄物収集運搬業 

（３）エコアクション 21認証・登録番号 0002457 

（４）認証登録日  2008年 5月 12日 

 

1.3 会社沿革 

 当社は、自然環境、住みやすい・暮らしやすい、生活環境の空間づくりをしてまいります。 

 

 

 

 

 



 

 

２．環境管理組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役割 

代 表 取 締 役：経営における課題とチャンスの明確化、環境経営方針の策定、 

代表者による全体の評価と見直し・指示 

環境管理責任者：環境目標・活動計画・教育、緊急事態訓練等のマネジメントシステムの運用 

工 事 課：管工事（特定建設）、水道・ほ装・電気・機械器具設置工事の環境活動 

水 処 理 課：浄化槽保守・清掃、水道・ほ装・電気・機械器具設置工事、産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬業 

の環境活動 

給 排 水 課：浄化槽保守・清掃、水道・舗装・電気・機械器具設備工事、貯水槽点検・清掃業 

産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬の環境活動 

ビ ル 清 掃 課：建築物清掃の環境活動 

営 業 開 発 部：顧客への環境活動推進 

管 理 事 業 部：環境への負荷項目（総エネルギー投入量・総物質投入量・水資源量等）の集計 

マニフェスト等の管理 

 

 

３．事業の規模 

3.1 廃棄物収集運搬量 

 

 

3.2 車両 

・廃棄物運搬車両 2ｔ…1台   4ｔ… 3台 

・営業車両    23台 安全運転管理者：小倉理恵  副安全運転管理者：石毛 勉 

 

3.3 廃棄物処理料金について 

廃棄物の種類や形態、及び処分量や運送距離によって異なります。 

個別に見積もらせていただきます。 

お見積もりいたしますので、営業開発部までお問い合わせください。 

   営業開発部 ： 電話番号０４７６－２２－４１５６  担当 石毛  

活動規模 単位 令和 3 年度実績 

一般廃棄物収集運搬量 トン 5120.44 

産業廃棄物収集運搬量 トン 661.71 

代表者

代表取締役 小倉理恵

環境管理責任者

管理事業部 石井由美子

工事課
水処理課 給排水課 ビル清掃課 営業開発部

管理事業部

（総務・経理）



 

 

４．当社の許可内容 

一般廃、産廃などの許可の内容 各部門登録許可一覧表《許可内容》 

 登録許可種類 登録許可番号 

許認可 

所轄 

官庁 

許可                

年月日 

許可有効   

年月日 

期間

(年) 

関連 

部署 
登録許可証の種類 

1 特定建設業      
（管工事業） 

（特-1）          

第11448号 
千葉県 R2.1.7 R7.1.18 5 工 建設業許可 

2 
一般建設業 

（土木・舗装・電気・機

械器具設置工事） 

（般-1）         

第11448号 
千葉県 R2.1.7 R7.1.18 5 工 建設業許可 

3 
産業廃棄物     

収集運搬業 
第01200026413号 千葉県 R3.9.1 R8.8.31 5 水・メ 

産業廃棄物収集   

運搬業許可証※1 

4 
産業廃棄物     

収集運搬業 
第1300026413号 東京都 R3.7.2 R8.7.1 5 水・メ 

産業廃棄物収集  

運搬業許可証※2 

5 
産業廃棄物     

収集運搬業 
第01100026413号 埼玉県 R2.6.4 R7.4.21 5 水・メ 

産業廃棄物収集  

運搬業許可証※2 

6 
一般廃棄物 

収集運搬業      
（佐倉市） 

一廃第3号 佐倉市 R4.4.1 R6.3.31 2 メ 
一般廃棄物収集   

運搬業許可証 

7 
一般廃棄物 

収集運搬業 

成田市許可 

第4号 
成田市 R4.4.1 R6.3.31 2 水 

一般廃棄物収集       

運搬業許可証※3 

8 浄化槽清掃業 
成田市許可 

第4号 
成田市 R4.4.1 R6.3.31 2 水 

浄化槽清掃業     

許可証※3 

9 
浄化槽 

保守点検業者 
(登10）第159号 千葉市 R4.3.29 R9.3.28 5 水 

浄化槽保守点検   

業者登録 

10 
浄化槽 

保守点検業者 

(登10）印地振 

第20号 
千葉県 R4.3.29 R9.3.28 5 水 

浄化槽保守点検   

業者登録 

11 
浄化槽 

保守点検業者 
(登4）第109号 船橋市 R4.3.29 R9.3.28 5 水 

浄化槽保守点検    

業者登録 

12 
浄化槽 

保守点検業者 
（登2）第94号 柏市 R4.4.19 R9.4.18 5 水 

浄化槽保守点検    

業者登録 

13 
建築物飲料水    

貯水槽清掃業 

千葉県印旛         

保28貯第4号 
千葉県 R5.2.15 R11.2.14 6 メ 

建築物飲料水貯     

水槽清掃業登録 

14 建築物清掃業 
千葉県印旛   

保26清第1号 
千葉県 R3.2.2 R9.2.1 6 メ 

建築物清掃業 

登録証明書 

15 
成田市指定給水 

装置工事事業者 
第24号 成田市 H10.4.1  R7.9.29 5 工 

成田市指定給水装置

工事事業者指定証 

16 下水道指定工事店
（成田市） 

第22号 成田市 H31.4.1 H36.3.31 5 工 
成田市指定下水  

道工事店登録証 

17 
富里市指定      

下水道工事店 
第86号 富里市 R2.1.31 R7.1.30 5 工 

富里市指定下水   

道工事店指定証 

※ 水…水処理課/給排水課  メ…メンテナンス課  工…工事課 

※1 特別管理産業廃棄物を除く汚泥と廃油が産業廃棄物の対象 

※2 保管・積替えを除く汚泥廃油が産業廃棄物の対象 

※3 取扱い廃棄物は浄化槽汚泥とする 

※4 一般廃棄物とは、し尿を除く（可燃・不燃・ビン/カン）が対象 



 

 

５．環境目標及び活動計画表 

取組区分 単位 
基準年 環境経営目標（年度は 4～3月） 

実績 R3年度 R4年度 R5年度 

電気使用量 削減 kwh/年 
H 30年度 -3% -4% -5% 

38,455 37,301 36,917 36,532 

軽油使用量 削減 

L/年 
H 30年度 -3% -4% -5% 

14,100 13,677 13,536 13,395 

ℓ/売上 
R 2年度 1% 2% 3% 

3,911.0 3,950.1 3,989.2 4,028.3 

ガソリン使用量 削減 ℓ/km 
H 30年度 1% 2% 3% 

11.6 11.7 11.9 12.0 

1 
二酸化炭素排出量 

削減 
kg-CO2/年 

H 30年度 -3% -4% -5% 

108,423 105,170 104,086 103,002 

2 水使用量 削減 ｍ3 
H 30年度 0% 0% 0% 

299 299 299 299 

3 自社排出 

一般 kg/年 
H 30年度 0% 0% 0% 

757 757 757 757 

産廃 - 
分別リサイクルの徹

底 
実施の徹底 実施の徹底 実施の徹底 

4 一般廃棄物運搬量 ｔ/年 
H 30年度 0% 0% 0% 

5,283 5,283 5,283 5,283 

5 産廃収集運搬量 ｔ/年 
H 30年度 0% 0% 0% 

699 699 699 699 

6 化学物質使用量 - - 使用量を計量管理することで管理強化を図る 

7 グリーン購入 
チェック 

シート 
100% 

0% 0% 0% 

100% 100% 100% 

平成 29年度の東京電力の調整後の CO2排出係数＝0.462kg-CO2/kwh 

※ 【自社排出 産廃】の環境経営目標設定は、業務量・売上高が増えるとその際に産業廃棄物の量も増える。 

 そういったことから、削減することは難しいため『分別とリサイクルを徹底する』という目標を設定。 

 

【環境目標設定の考え方】 

（1）H30年度実績値を基準値として、R元年度より中長期的な展望のもとに活動する。 

（2）CO2排出量の絶対値を削減するため、使用量の削減に取り組む。 

（3）当社の主力業務は一廃、産廃（主に汚泥）の収集運搬、給排水工事を中心とした建設工事であ

る。今後これらに関する環境目標を設定して、重点的に活動行う。 

（4）化学物質は浄化槽の殺菌や水質維持に必要な基準に基づいた使用で、使用量削減は困難である 

このため、使用薬品の種類、在庫量、保管状態の管理環境目標とする。 

（5）当社の建設現場は、いずれも短期間の管工事であり、給排水工事が主体のため建設現場毎の環

境負荷調査は困難である。環境負荷は事業所と建設現場まとめて管理する。 

（6）建設現場の環境目標・活動計画・取組結果は 8ページを参照。 

 



 

 

６．主要な環境活動計画の内容（R3年度） 

環境目標を達成するため、以下に示す環境活動計画に基づき環境活動を実践する。 

環境目標 環境活動計画の内容 主担当 

電力使用量の削減 

⚫ 不要な所では、電灯・エアコンを消す 

⚫ 空調フィルター清掃を 2回/年実施し効率アップを図る 

⚫ 設定温度を冷房 28℃、暖房 21℃を徹底する 

⚫ 夏は光を遮断し冷房効率を上げる 

⚫ 外出する時は必ずパソコンの電源を切る。 

全社 

燃料使用量の削減 

(軽油、ガソリン) 

⚫ エコドライブの実践を行う 

⚫ 無用なアイドリング、空ぶかしをやめる 

⚫ 経済速度で走る 

⚫ 不要な荷物は積み込まない 

⚫ 点検・整備を 2回/月実施 

（タイヤ空気圧・溝、オイル、ブレーキ他） 

⚫ 急発進・急加速・急ﾌﾞﾚｰｷをやめ、適切な車間距離をとる。 

⚫ 合理定なルート計画を立ててから出発する 

⚫ エンジンブレーキを活用する 

全社 

ガソリン燃費向上 

⚫ 燃費データ把握（グラフ作成し掲示する） 

⚫ エコドライブ推進 全社 

水使用量の削減

（総排水量） 

⚫ 蛇口をこまめに開閉する 

⚫ 蛇口の水量は適正に保つ 

⚫ 洗車の際は汲み置き洗車を徹底。 
全社 

自社排出 

一般廃棄物抑制 

⚫ 分別ボックスの適正配置による分別徹底 

⚫ コピー用紙は古紙を使用し削減 

⚫ FAX受信の古紙使用の設定 

⚫ 連絡事項を掲示せずにＷＥＢ化 

全社 

自社排出 

産業廃棄物抑制 

⚫ 分別の徹底（鉄くず・不燃物・可燃物等） 

⚫ リサイクルの徹底（段ボール・鉄くず・オイル） 全社 

一般廃運搬量 

の拡大 

⚫ 廃棄物処理に関する教育の徹底 

⚫ 営業活動による適正処理推進 全社 



 

 

 

７．環境活動の取組結果(R3年度) （活動期間 R3年4月～R4年3月） 

環境目標 環境活動計画の内容 主担当 

産廃運搬量 

の拡大 

⚫ 廃棄物処理に関する教育の徹底 

⚫ 営業活動による適正処理推進 全社 

グリーン購入 ⚫ 分別の徹底（鉄くず・不燃物・可燃物等） 

⚫ リサイクルの徹底（段ボール・鉄くず・オイル） 
全社 

化学物質の 

適正管理 

⚫ 保安教育・緊急時対応訓練の実施 

⚫ 伝票の整理 

工事部 

水処理部 

項 目 
単

位 
基準 

H30 年度 
目標値 実績値 目標比 活動の概要 

電気使用量

削減 
kWh 38,455 37,301 33,530 111％ 

こまめな消灯の習慣化。フィルター清掃

を 2 回/年とした成果と考えられる。 

ガソリン使

用量削減 

ℓ/

㎞ 
11.6 11.7 11.5 101％ 

急発進急加速をしないこと、タイヤ空気

圧点検の徹底ができたことでの向上と考

えられる。今後もこれらを徹底していく。 

軽油使用量

削減 
L 14,100 13,677 11,837 - 

走行中・作業中（浄化槽汚泥引抜）もエン

ジン稼働しており、ほぼ 1 日中エンジン

は作動している。 

仕事量が増えると必然的に増加するため

削減は難しい。 

仕事量と考え売上額/使用量で表してい

る 

売上高/ℓ - 3,950.1 4,727.5 108％ 

CO2排出量 

の削減 

kg-

CO２ 
108,423 105,170 93,426 111％ 

電力のCO2排出係数=0.462kg-CO2/kWh 

今後も一人ひとりのエコ活動に対する自

覚が必要。運転に関してはエコ運転を徹

底する必要がある。 

水道水 ｍ3 299 299 328 91％ 

洗車時の節水対策は実施している。 

コロナ感染対策で酸性水を噴霧、除菌と

して使用しているためと思われる 

自社排出 

一般廃棄物 
kg 757 757 413 183％ 

自社ごみ排出量調査のため実績値=目標

値である。 

可燃物・不燃物・P ボトル・段ボールの分

別を徹底しリサイクルできるもはした。 

ペットボトルに関しては委員会活動を通

じて蓋と本単の分別を徹底している。 

自社排出 

産業廃棄物 
 分別リサイクルの徹底 

受注率により変動があるため、分別とリ

サイクルに徹底した。委員会・毎朝の清掃

担当者を責任者におき整理整頓をした。 

一般廃棄物 

収集運搬量 
t 5,283 5,283 5,120 96％ 

『汚泥引抜実施＝環境保全』につながる

ことを営業強化していく。 



 

 

 

 

８．建設現場の取組結果 

8.1 当社の建設現場の特徴 

①給排水工事、浄化槽設置工事が主工事である 

②工事売上高の比率は、元請：下請＝83：17となる。 

③下請けは小口案件の保守点検での不具合箇所修繕が主体。 

④元請工事組織は、受注案件ごとに本社・営業所で個別対応。特に現場組織は編成していない。 

⑤ハウスメーカー発注による給排水工事からの廃棄物は、敷地内の廃棄物保管場所に排出してい

る。この廃棄物は、ハウスメーカーが一括して処理処分する契約となっている。なお、建築設備

等の単独修繕工事による産業廃棄物は、当社の処理責任となる。 

 そのほかの廃棄物は当社の集積場にてまとめ、処理を行っている。 

 

8.2 建設現場の環境活動計画 〔令和 3年度〕 

(1)電力・水道水が必要な場合、顧客よりの借用のため使用量は不明である。 

当社は建設現場毎の負荷調査は困難なので、R3 年度に完工した工事で下記の条件の工事現場

毎に、環境目標の活動結果を当社独自のチェックリストで取組活動を評価した。 

① 直営工事 1,000万円／件の案件全部 

② 直営工事 300 万円／件の内１件以上 

項 目 
単

位 
基準 

H30 年度 
目標値 実績値 目標比 活動の概要 

産業廃棄物 

収集運搬量 
ｔ 699 699 661 94％ 

顧客へ“産業廃棄物処理の早期実施”の必

要性の説明をより徹底していく。 

化学物質使

用量の管理 
kg ― 

計量 

管理 
― ○ 

化学物質は法的基準に従い使用量が決ま

るため、削減は困難。使用物質の種類及び

量の管理強化を図る。 

グリーン 

購入 
％ ― 100％ ― ○ 

コピー用紙、文具品などはエコマーク商

品を購入するように徹底。 

購入ノートにチェック欄を設け確認。 

紙数に関しては古紙を使用するよう呼び

かけている。 

総合 

コメント 

・電気の使用量は向上できた。コロナ感染対策として窓を開放しているので空調温度設定の徹底

できなかったが、不要な箇所の OFF を徹底。空調フィルター清掃を夏前・年末の年 2 回行った

ことがよかったと考えられる。 

・遮熱効果を図るため陽が当たる前にブラインドを活用。 

・水道水はコロナ対策で酸性水を利用しているため増加した。毎日 3ℓ×6 個＝18ℓ使用。 

・CO２削減に 11％向上ができた。仕事量 UP＝ガソリン・軽油に使用量の増加となるため、エコド

ライブは全員実行してきた。今後もエコドライブの向上（発進時・走行時・減速時・停止時の

運転術、タイヤの空気圧チェック）、今後も車両の月 2 回の自己点検・月一回の点検実施の強

化をしていく。 

・産業廃棄物収集運搬に関しては悪化。顧客先のコロナ渦の影響（客数の減少）も一部あると思

われる。その中でも『必要性の説明→実施』を徹底し実施につなげていきたい。 

・グリーン購入は文具類、ブロワー・ポンプ類に関しては、ほぼエコマーク商品しか購入してい

ない。 



 

 

③ 下請け工事の内 1件以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 令和 3年度工事実績 (令和 3年 4月～平成令和 4年 3月) 

 

 

 

 

8.4 建設現場の環境への取組状況（令和 3年度） 

（１）評価対象工事件名 

・工事高 直営 A：1000万円／件以上、直営 B：1000 万円／件未満、C：下請け 

・延人員(協力会社を含む)  A：100人以上、 B：30人以上、 C：30人未満 

 

 

 

 

環境目標 主要な環境活動計画 評価者 

ガソリン使用

量削減 

⚫ エコドライブの推進 

⚫ アイドリングストップの徹底 

⚫ 排気ガス、騒音抑制のため、適切な車両整備 
現場責任者 

建設廃棄物分

別の徹底 

⚫ リサイクルし易い工法の検討 

⚫ 混合廃棄物の徹底分別による再資源率向上 

⚫ 作業者への分別教育の徹底 
現場責任者 

現場の環境 

配慮 

⚫ 工事現場で騒音、粉塵対策との環境配慮 

⚫ 工事現場の５Sの徹底 

⚫ 順守すべき環境法規制を整理し順守 

⚫ 環境・安全・品質に関する会議、教育に積極的に参加 

現場責任者 

建設資材・グ

リーン工法の

提案の推進 

⚫ 再使用・リサイクルし易い材料の優先的使用 

⚫ 基礎工事における鉄筋・再生砕石促進 

⚫ 合板型枠等の積極的な使用 
現場責任者 

 受注形態 工事件数 工事高比率 工事の種類 

工事件数 

(229件) 

元請 190件 83% 管工事・電気工事・機械器具設備工事 

下請 39件 17% 管工事・電気工事・機械器具設備工事 

NO 現場名 工事内容 工事高 備考 

1 
安全衛生教育セン

タ 
浄化槽撤去工事 Ａ 佐倉市 

2 GWホテル 
浄化槽三次処理ブロワー等

交換工事 
Ｂ 成田市 

3 S邸 
戸建て新築工事 

給排水工事 
Ｃ 成田市 



 

 

 

（２）環境目標への取組の自己チェック結果 

  下記は工事責任者による、工事竣工直後の自己評価の結果である。 

点数＝Σ（5点法による自己評点／評価対象項目＊5 点） 

 

（３）自己チェック結果の分析 

①工事現場では、自己チェック表を実施していることで協力会社の方にも環境への意識が浸透して

いると思われる。 

②自動車燃料削減は、資材輸送時のエコドライブ、現場でのアイドリングストップ、月 2 回の車両

点検・整備、現場へのルート計画的を実践した結果 

③建設廃棄物排出時、分別の励行、排出抑制工法の採用等に細心の注意を払い適正処理を実施して

いる。工事現場では置場表示を明確化し分別を徹底している。 

④工事が小口ほど顧客の目が行き届くために現場責任者は、施主とのコミュニケーションを取るこ

と、現場環境配慮には最大限の注意を払うことを徹底した結果、施主からの苦情はない。 

  特に環境配慮では、工事部はエコリホーム、水処理施設事業部では単独浄化槽から小型合併浄化

槽への切替、エコ補助金制度工事の実施、メンテナンス課では修繕や交換をする場合はエコ商品

を顧客に積極的に提案している。 

⑤グリーン調達では、評価対象品目以外にもエコマーク製品やリサイクル製品を優先使用している。 

NO 
1.自動車(軽油) 2.建設廃棄物 3.現場の環境配慮 4.資材ｸﾞﾘｰﾝ調達 

点数 達成率 点数 達成率 点数 達成率 点数 達成率 

1 30/30 100 30/30 100 40/40 100 20/20 100 

2 30/30 100 20/20 100 38/40 95 20/20 100 

3 30/30 100 15/15 100 35/35 100 20/20 100 

平均 90/90 100 65/65 100 113/115 98.2 60/60 100 



 

 

９．次年度の取り組み 

  （１）3か年目標 

取組区分 単位 
基準年 環境経営目標（年度は 4～3月） 

実績 R3年度 R4年度 R5年度 

電気使用量 削減 kwh/年 
H 30年度 -3% -4% -5% 

38,455 37,301 36,917 36,532 

軽油使用量 削減 

L/年 
H 30年度 -3% -4% -5% 

14,100 13,677 13,536 13,395 

ℓ/売上 
R 2年度 1% 2% 3% 

3,911.0 3,950.1 3,989.2 4,028.3 

ガソリン使用量 削減 ℓ/km 
H 30年度 1% 2% 3% 

11.6 11.7 11.9 12.0 

1 
二酸化炭素排出量 

削減 
kg-CO2/年 

H 30年度 -3% -4% -5% 

108,423 105,170 104,086 103,002 

2 水使用量 削減 ｍ3 
H 30年度 0% 0% 0% 

299 299 299 299 

3 自社排出 

一般 kg/年 
H 30年度 0% 0% 0% 

757  757 757 757 

産廃 - 
分別リサイクル

の徹底 
実施の徹底 実施の徹底 実施の徹底  

4 一般廃棄物運搬量 ｔ/年 
H 30年度 0% 0% 0%  

5,283 5,283 5,283 5,283  

5 産廃収集運搬量 ｔ/年 
H 30年度 0% 0% 0%  

699 699 699 699  

6 化学物質使用量 - - 使用量を計量管理することで管理強化を図る 

 

 

7 グリーン購入 
チェック 

シート 
100% 

0% 0% 0%  

100% 100% 100%  

  

平成 29年度の東京電力の調整後の CO2排出係数＝0.462kg-CO2/kwh  

          

※ 【自社排出 産廃】の環境経営目標設定は、業務量・売上高が増えるとその際に産業廃棄物の量も増える。  

 そういったことから、削減することは難しいため『分別とリサイクルを徹底する』という目標を設定。  

 

 

 

 



 

 

（２）令和 4年度（2022年度）の環境活動計画 

環境目標 環境活動計画の内容 主担当 

電力使用量の削減 ⚫ 不要な所では、電灯・エアコンを消す 

⚫ 空調フィルター清掃を 2 回/年実施し効率アップを図

る 

⚫ 設定温度を冷房 28℃、暖房 21℃を徹底する 

⚫ 夏は光を遮断し冷房効率を上げる 

⚫ 外出する時は必ずパソコンの電源を切る。 

全社 

燃料使用量の削減 

(軽油、ガソリン) 

⚫ エコドライブ術を身につけ実践していく 

発進時：ふんわりアクセル eスタート 

走行時：先の状況をよく見てアクセル一定で走行 

減速時：停止位置を予測し早めのアクセル OFF 

停止時：アイドリングストップ 

タイヤ：空気圧の定期的チェック 

⚫ 不要な荷物は積み込まない（月 1回の車両チェック） 

⚫ 各自の点検・整備を 2回/月実施 

（タイヤ空気圧・溝、オイル、ブレーキランプ他） 

⚫ 前日に合理定なルート計画を立ててから出発する 

全社 

ガソリン燃費向上 ⚫ 燃費データ把握（グラフ作成し掲示する） 

⚫ エコドライブ推進 
全社 

水使用量の削減

（総排水量） 

⚫ 蛇口をこまめに開閉する 

⚫ 蛇口の水量は適正に保つ 

⚫ 洗車時の時間は短くおこなう 

⚫ 井戸水の利用の徹底 

全社 

自社排出 

一般廃棄物抑制 

⚫ 分別ボックスの適正配置による分別徹底 

⚫ コピー用紙は古紙を使用し削減 

⚫ 作業日報の WEB化（一部紙出力あり） 

⚫ FAX送受信を完全 WEB化（富士フィルム DW 使用） 

全社 

自社排出 

産業廃棄物抑制 

⚫ 可燃物・不燃物・プラスチック・鉄くず・段ボール 

など分別を徹底 

⚫ 鉄くず・段ボールのリサイクルの徹底 

⚫ 集積場の整理整頓（5Sスッキリ委員会中心） 

全社 

一般廃運搬量 

の拡大 

⚫ 廃棄物処理に関する教育の徹底 

⚫ 営業活動による適正処理推進 全社 

産廃運搬量 

の拡大 

⚫ 廃棄物処理に関する教育の徹底 

⚫ 営業活動による適正処理推進 全社 



 

 

 

10．代表者による見直し 

   令和 4年 6月 30日（木）に「代表者による環境活動全体の見直し」を実施した。 

  （1）活動結果のまとめ 

 

報告項目 管理責任者からの報告内容 結果 

環境経営システム 

・エコアクション 21 認証取得してから 14 年経過し、

更に活動が定着してきた。 

・エコアクション 21 を活用し SDGS 活動も同時に進行

していく 

○ 

環境目標 

・電気使用量…10％向上できた。昨年度より 1％向上。 

温度設定細目に変更。夏・冬 2 回のフ

ィルター清掃も向上につながったと思

われる 

 

・ガソリン……燃費も向上することができた。今後もエ

コドライブを徹底していく。 

 

・軽油…………走行中及び作業中にエンジンを稼働し

ている関係で仕事量が増加すると削減

は難しい。売上高/ℓで表示し今後も目

標値を意識していく。 

 

・水道水………コロナ感染対策で酸性水を使用してい

る（18ℓ/日）ので昨年度に続き使用量の

増加となった 

 

・一般廃棄物収集運搬（浄化槽汚泥） 

       顧客への実施＝環境保全の説明を徹底

し実績につなげ環境貢献していきたい 

 

・産業廃棄物収集運搬量 

       5％の悪化。昨年度は 10％悪化だったの

で改善はされた。 

実施＝環境保全の説明は強化している

がやはりコロナの影響（顧客先の客数

△ 

環境目標 環境活動計画の内容 主担当 

グリーン購入 ⚫ 部材はエコマーク商品の購入を積極的に行なう 

⚫ 車両修理時に再生部品を積極的に使う 

⚫ 文具品購入はエコマーク商品を選択し購入注文帳に記

載 

全社 

化学物質の 

適正管理 

⚫ 保安教育・緊急時対応訓練の実施 

⚫ 伝票の整理 

⚫ 安全データシートの確認 

全社 



 

 

の減少）などで実施できないことが原

因と考える 

 

・自社廃棄物排出量（産業廃棄物） 

 鉄くず・段ﾎﾞｰﾙはﾘｻｲｸﾙを徹底できた 

環境関連法規制 
・環境関連の遵法性評価を令和 4 年 6 月 30 日に実施し

問題なかった。 
○ 

外部からの苦情・要望 ・外部からの環境に関わる苦情・要望はない。 ○ 

緊急事態訓練 
・令和 3 年 10 月に訓練を実施し、事前に打合せを行い

手順書通りに実施することができた。 
○ 

環境活動レポート 

（環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの強化） 

・環境活動レポートを応接室に準備。お客様等に取り組

みをアピールすることができた。 
○ 

代表者からの 

コメント及び指示 

Co2削減が世界的な課題となっている昨今ですが、弊社では 2020

年４月より国連が提唱する SDGs に賛同し、2021 年２月には千葉

県の「ちぱ SDGs パートナー」に登録、具体的な達成目標を８つ

掲げさせていただきました。自社の存在意義「100 年先も安心し

て暮らせる環境(地域)をつくっていく」を軸とし、目標達成に向

けて地域のお客さまと共に環境問題に取り組んでいくための提

案を積極的に行ってまいりました。自社のエコ活動としては井

戸工事を行い、屋外で使用する水については全て井戸水に移行

しました。災害時に地域の方々にも利用していただきたいと考

えております。 

また今期より、エコアクション 21の活動を積極的に行った結果、

削減できなかった CO2 については企業の責任としてカーボンオ

フセットを行い、継続的な森林保護に貢献してまいります。 

 

（2）見直し結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

 ①令和 4年 6月 30日に環境関係法令等の遵守状況を確認した結果、環境関係法令等の違反はありま

せん。 

 ②周辺住民からの訴訟、関係当局からの違反等の指摘は過去 3年間ありません。 

 ③当初に適用される主な環境関連法規は下記のとおりです。 

  廃棄物処理法、浄化槽法、水道法、ビル管理法、建設リサイクル法、道路運送車両法・道路交通法、

毒物及び劇物取締法、ＮＯｘ/ＰＭ法、石綿関連法令、フロン排出抑制法、酸素欠乏症等防止規則 

変更の必要性の

有無 

①環境方針 環境方針を継続する 

②環境目標 目標に向けて活動していく 

③環境活動計画 改定すべき理由はない。 

④環境経営システム 

コミュニケーションを図る為と業務効率化向

上の為 WEB 上のアプリケーション sybozu の

活用を強化していく。 

⑤実施体制 実施体制を継続する 



 

 

12.環境コミュニケーション状況 

  ①成田市内美化運動 主催：成田市環境部クリーン推進課、成田商工会議所 

1回/月に、毎月 3～5名の参加 

今年度も新型コロナウイルス感染症予防のため自粛のため、4月・5月・6月・7月・8月 

9月・1月・2月・3月が中止となり、年 3回の参加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.10.21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.11.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.12.21 



 

 

②社内美化運動（近隣）の実施 

第 22回：令和 3年 5 月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第 23 回：令和 3年 9 月 25 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 24 回：令和 4年 3 月 5日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


